
2022 年 1 月 28 日(金) 

入試事務局 

 

広島都市学園大学 

令和 4 年度大学入学者選抜における受験機会の確保について 

 

1，大学入学共通テストの本試験、追試験を受験できなかった受験生が、本学の大学入学共

通テスト利用前期に出願をしていた場合は、本学の一般選抜 前期（A・B・C・D）、中期、

後期のいずれか一つに振替を認める。その場合、検定料の差額は徴収しない。 

 

2, 本学の一般選抜 前期(A・B・C・D)、中期に出願した受験生がその選抜を受験できなか

った場合は以降の一般選抜に振替を認める。一般選抜後期に出願した受験生が受験できな

かった場合、大学入学共通テスト後期に振替を認める。大学入学共通テストを受験していな

い場合は、追加試験として面接と調査書により選考する。受験日は出願者と調整の上、決め

る。上記のいずれの場合も検定料の差額は徴収あるいは返還はおこなわない。 

 

3, 振替の試験、追加試験を受験するために、新型コロナウイルス感染症の診断書、濃厚接

触者は保健所等の書類を可能であれば提出させるが、困難であれば自己申告でも可とする。 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

広島都市学園大学 入試事務局 

TEL：082-250-1133（代表） 

FAX：082-250-1134 


